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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月13日(2019.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通の給電対象（６０）に対して並列に接続された第１電力変換装置（１０ａ）及び第
２電力変換装置（１０ｂ）を備える電力変換システムに適用され、
　出力電流が均等化されるよう前記第１電力変換装置の電圧指令値及び前記第２電力変換
装置の電圧指令値の少なくともいずれかを出力補正電圧（ＶＬＢ）により補正する均等化
制御を実施する均等化制御部（Ｓ１８）と、
　前記均等化制御の実施下において、前記出力補正電圧に基づいて、前記第１電力変換装
置の出力側（ＬＯ１，ＬＯ２，ＯＵＴ１，ＯＵＴ２）と前記第２電力変換装置の出力側（
ＬＯ３，ＬＯ４，ＯＵＴ３，ＯＵＴ４）とのいずれかに断線異常が生じているかを判定す
る断線異常判定部（Ｓ１９）と、を備え、
　前記第１電力変換装置が前記給電対象に供給する第１出力電流を取得する第１出力電流
取得部（Ｓ１０）と、
　前記第２電力変換装置が前記給電対象に供給する第２出力電流を取得する第２出力電流
取得部（Ｓ１１）と、
　前記出力補正電圧の前記第１出力電流又は前記第２出力電流の変化に対する傾き値を算
出する傾き値算出部（Ｓ３０）と、を備え、
　前記断線異常判定部は、算出した前記傾き値に基づいて、前記第１電力変換装置の出力
側と前記第２電力変換装置の出力側とのいずれかに断線異常が生じているかを判定する、
電力変換システムの制御装置。
【請求項２】
　前記断線異常判定部は、前記出力側が断線異常でない状態での前記傾き値と前記傾き値
算出部により算出された前記傾き値との比較により、前記第１電力変換装置の出力側の断
線異常と前記第２電力変換装置の出力側の断線異常とのうち、いずれが生じているかを判
定する、請求項１に記載の電力変換システムの制御装置。
【請求項３】
　前記第１電力変換装置が前記給電対象に供給する第１出力電流を取得する第１出力電流
取得部（Ｓ１０）と、
　前記第２電力変換装置が前記給電対象に供給する第２出力電流を取得する第２出力電流
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取得部（Ｓ１１）と、を備え、
　前記均等化制御部は、前記第１出力電流又は前記第２出力電流に、前記第１出力電流と
前記第２出力電流との平均電流値をフィードバック制御するための操作量として前記出力
補正電圧を算出する、請求項１又は２に記載の電力変換システムの制御装置。
【請求項４】
　前記給電対象は蓄電池であって、
　前記蓄電池の端子間電圧を取得する端子間電圧取得部（Ｓ４０）と、
　バッテリ電圧指令値に前記端子間電圧をフィードバック制御するための操作量として、
前記バッテリ電圧指令値を補正するバッテリ補正電圧を算出するバッテリ補正電圧算出部
（Ｓ４１）と、を備え、
　前記断線異常判定部は、前記出力補正電圧に基づいて前記第１電力変換装置及び前記第
２電力変換装置の出力側の断線異常が生じていると判定しておらず、かつ前記バッテリ補
正電圧が異常値であることを判定している場合に、前記第１電力変換装置の出力側と前記
第２電力変換装置の出力側との双方に断線異常が生じていると判定する、請求項１～３の
いずれか一項に記載の電力変換システムの制御装置。
【請求項５】
　共通の給電対象（６０）に対して並列に接続された第１電力変換装置（１０ａ）及び第
２電力変換装置（１０ｂ）を備える電力変換システムに適用され、
　出力電流が均等化されるよう前記第１電力変換装置の電圧指令値及び前記第２電力変換
装置の電圧指令値の少なくともいずれかを出力補正電圧（ＶＬＢ）により補正する均等化
制御を実施する均等化制御部（Ｓ１８）と、
　前記均等化制御の実施下において、前記出力補正電圧に基づいて、前記第１電力変換装
置の出力側（ＬＯ１，ＬＯ２，ＯＵＴ１，ＯＵＴ２）と前記第２電力変換装置の出力側（
ＬＯ３，ＬＯ４，ＯＵＴ３，ＯＵＴ４）とのいずれかに断線異常が生じているかを判定す
る断線異常判定部（Ｓ１９）と、を備え、
　前記給電対象は蓄電池であって、
　前記蓄電池の端子間電圧を取得する端子間電圧取得部（Ｓ４０）と、
　バッテリ電圧指令値に前記端子間電圧をフィードバック制御するための操作量として、
前記バッテリ電圧指令値を補正するバッテリ補正電圧を算出するバッテリ補正電圧算出部
（Ｓ４１）と、を備え、
　前記断線異常判定部は、前記出力補正電圧に基づいて前記第１電力変換装置及び前記第
２電力変換装置の出力側の断線異常が生じていると判定しておらず、かつ前記バッテリ補
正電圧が異常値であることを判定している場合に、前記第１電力変換装置の出力側と前記
第２電力変換装置の出力側との双方に断線異常が生じていると判定する電力変換システム
の制御装置。
【請求項６】
　前記第１電力変換装置及び前記第２電力変換装置の内部異常を判定する内部異常判定部
（Ｓ５１，Ｓ５２）を備え、
　前記断線異常判定部は、前記第１電力変換装置及び前記第２電力変換装置の出力側の断
線異常が生じていると判定しておらず、かつ前記バッテリ補正電圧が前記異常値であるこ
とを判定しており、かつ前記内部異常判定部が前記第１電力変換装置及び前記第２電力変
換装置の双方に内部異常が生じていると判定していない場合に、前記第１電力変換装置の
出力側と前記第２電力変換装置の出力側との双方に断線異常が生じていると判定する、請
求項４又は５に記載の電力変換システムの制御装置。
【請求項７】
　前記電力変換システムが起動したことを判定する起動判定部（Ｓ６１）を備え、
　前記均等化制御部は、前記電力変換システムの起動が判定された場合に、前記均等化制
御を実施し、
　前記断線異常判定部は、前記電力変換システムの起動が判定された場合における前記均
等化制御の実施中において、前記出力補正電圧に基づいて、前記第１電力変換装置の出力
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側と前記第２電力変換装置の出力側とのいずれかに断線異常が生じているかを判定する、
請求項１～６のいずれか一項に記載の電力変換システムの制御装置。
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